
特定空家等への対応フロー図 

 

 

・対応完了

・経過観察

（非認定）

（認定）

措置を履行しないときなど、代執行（法第14条第9項、第10項）

正当な理由がなく措置をとらなかったとき、命令（法第14条第3項）

特定空家等の状態が改善されないとき、勧告(法第14条第2項）

生活環境の保全を図るため、助言又は指導（法第14条第1項）

特定空家の認定

適正な管理の促進のため、情報提供(法第12条）

応急措置（条例第5条）

周囲に悪影響を及ぼしている空家等の調査（法第9条）

空家等の外観目視調査・所有者等の調査

市民等からの情報提供

所有者等に対する適正管理依頼通知

協議会の審議項


